
 

 

北九州市立介護実習・普及センター運営要綱（案） 

 

（目的） 

第１条 北九州市立介護実習・普及センター（以下、「センター」という｡）は、障害の

ある子どもや成人・高齢者とその家族等が住み慣れたところで、その人らしく、活動

的な生活を続けられるよう、介護テクノロジー機器（福祉用具、介護ロボット、ICT

機器等）及び介護技術に関する専門支援等を実施することを目的とする。 
 

（実施主体） 

第２条 センター運営事業の実施主体は、北九州市とする。ただし、事業の運営の全部

又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託できるも

のとする。 
 

（運営委員会） 

第３条 センターの運営にあたっては、「北九州市介護実習・普及センター運営委員会」

の意見を求めなければならない。 
 

（事業内容） 

第４条 センターは、概ね次に掲げる事業をおこなう。 

（１）介護テクノロジー機器及び介護技術に関する専門相談支援 

（２）福祉用具等の改良・生活工夫用具の作製 

（３）介護テクノロジー機器の展示・情報発信 

（４）介護テクノロジー機器及び介護技術に関する研修 

（５）その他 
 

(費用負担) 

第５条 センターの利用料は無料とする。 
 

(その他) 

第６条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に保健福祉局長が定める。 
 

附 則 

この要綱は、平成１１年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別紙９ 


